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那須西原扇央部旧集落の生活様式の変遷  
一塩原町上横林地区を事例として一  

中西健太郎・原田洋一郎・住田 勝宏   

Ⅰ はじめに  

扇状地上においては，一般に扇央部は集落立地  

に不適な場所とされる。扇央部は，表流水の得ら  

れる扇頂部や，湧水帯がある扇端部に比べて生活  

用水や農業用水が得にくいためである。そのため，  

扇央部地域は全国的に明治期まで未開発地域とし  

て残される場合が多かった1）。那須西原の扇状地  

においても同様であり，西原の扇央部地域の大部  

分は，明治10年代以降，那須開墾社・紫排社・松  

方農場などによって，初めて開発された地域で  

あった。しかし，西原の扇央部地域の中でも，暮  

沼用水沿岸の地域には例外的に江戸時代初期から  

集落が成立していた。これは菱沼用水の存在に  

よって，最低限の生活用水が得られたためである。  

しかしこれらの集落では，農業用水は極度に不足  

し，また腐食土層は薄く土地は増せており，農耕  

は極めて不利な条件のもとにあった。   

上棟林地区2）は，この暮沼用水沿いに位置する  

集落の一つである。上記のような集落立地には不  

適な自然条件の下で，上棟林地区の住民がどのよ  

うに自然条件を利用し，どのような生業を営むこ  

とによって生計を成り立たせ，生存を維持してき  

たかということは，地理学的に興味探い問題であ  

る。そこで本報告では，この間題を明らかにする  

ために，上横林地区の住民の生活様式に注目し，  

江戸時代から現在までのその変遷を明らかにする  

ことを研究目的とする。   

生活様式という概念には明確な定義は与えられ  

ていないが3），本報告ではそれを，人間集団が，  

占拠している領域の自然条件を基盤として組織し  

ている生業形態と，それを椎持，あるいは逆にそ  

れによって支持されている人口構造の総体をさす  

概念とする。より具体的には，土地占拠と環境利  

用の具現としての土地所有と土地利用，そしてそ  

こで営まれている農業生産と農業外の余業，並び  

にそれと関わる人口構造の総体をさす。   

上棟林地区の生活様式の変遷の検討は，江戸時  

代から現在までの時期を大きく三つの時期に区分  

して行なった。この時期区分は，上棟林地区の水  

田と畑の構成比率の相違に基づくものである。第  

1期は，耕地のほとんどが畑である江戸時代から  

明治前期にかけての時期である。第2期は，畑を  

第1図 研究対象地区の位置  
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主としながらも水田の割合が少しづつ増加する明  

治後期から第二次大戦期にかけての時期である。  

第3期は，水田が主となり，後には水田が耕地の  

大部分を占めるようになる第二次大戦期以降の時  

期である。   

暮沼用水沿いには現在，暮沼・遅野沢・菅・折  

戸・上棟林・横林・接骨木・井口・西富山・高  

柳・石林の11の集落が立地しているが，上棟林地  

区はその中でも用水の比較的上流部に位置し，行  

政的には那須郡塩原町に属する（第1図）。江戸時  

代は，大田原藩領であり，1889年（明治22）の町村  

制施行以降，1956年（昭和31）の町村合併までは，  

関屋を中心集落とする薄根村に属していた。また，  

隣壕する下流の横林・接骨木地区とは，江戸時代  

以来結びつきが強く，一般にはこの3地区を合わ  

せて横接地区と呼んでいる。  

Ⅱ 江戸時代～明治前期の生活様式  

1）暮沼用水の開削   

峯沼用水はもとは接骨木堀と呼ばれ，慶長年間  

（1596～1614年）に拳沼・折戸・上棟林・横林・接  

骨木の5ケ村の用水として開削されたのが始まり  

である。用水は蛇尾川の表流水が，大蛇尾州と小  

蛇尾州の合流点付近の菱沼村字立石より取り入れ  

られ，下流は石林村まで達していた4）。その後  

1771年（明和8）に，大田原城下の御用水として，  

大田原氏の補助の下にそれまでの用水堀は改築さ  

れ，石林村から大田原城下まで用水堀は延長され  

た。しかし，水量が乏しかったため，天明年間に  

は取水口は拡張され，新たに接骨木村より大田原  

城下にいたる新堀が開削されが）。大田原城下付  

近は，西原扇状地の扇端部にあたり古くから湧水  

があったが，天候・季節により水が枯れることが  

多かったからである。これ以降暮沼用水は，大田  

原堀と呼ばれるようになり，大田原藩の強い統制  

下におかれるようになった。大田原城の御城用水  

が不足しないように，また用水が汚れないように  

用水沿線での水田耕作は禁止されていが）。しか  

し「かくし田」を作り，わずかながらも水田跡作  

を行なっていた者もいたと伝えられている7）。暮  

沼用水は細流ではあるが清らかであり，住民の飲  

料水としてはおおいに役立った。  

2）江戸時代～明治初期の耕地と土地所有   

江戸時代から明治初期にかけての上棟林柑で  

は，上述した用水の制約から耕地は畑のみであっ  

た。「検地帳」8）をもとに当時の耕地面積と石高の  

推移を示したのが，第1表である。耕地面積は  

1679年（延宝7）の約14町から，1762年（宝暦12）の  

約20町へと増加したのち，1871年（明治4）にほ再  

び約13町へと減少している。このように，江戸時  

第1東 上横林村の耕地面積と石高の推移  

石  高  

1679年（延宝7）  1762年（宝暦12）  1871年（明治4）   

（町，反，畝，歩）  岬丁，反，畝，歩）  （町，反，畝，歩）  （石，斗，升、合）  （石，斗、升，合）  （石，斗，升、合）  

上 畑               1．0，3，15  5、5，2，12  3，4，4．3  8，2，8，0  44，1，9，2  27，5，2，8   

中 畑  2．6，8，3  2，4、5、3  2、8，6、0  ユ6、0，凱 6  14，7、0，6  17，1，6，0   

下 畑  4．6，5，9  5，0，0．0  2，6，5．15  18，6、1，2  20，0，0，0  10．6，2，0   

下々畑  5、8、8、9  7，2，9、15  3，6，0，3  11，7，6，6  14，5，9，0  7，2，0，2   

合計  14，2，5，6  20，2，7，0  12，5，5，21  54，7．4，4  93，4，8，8  62，5，1，0   

（「延宝七年下野国那須郡上横林相和検地御翠帳」「宝暦十二年下野鼠塩谷郡之内上境林村検地帳」   

「明治四年下野国塩谷郡上横林柑検地名寄帳」により作成）  

注）1679年の戸数ほ12戸，1762年は17戸，1871年は13戸。  

上畑の石盛は反当り8斗，中畑は6斗，下畑は4斗，下々畑は2斗。  
石盛は1679年から1871年まで変化なし。  
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そのうち2町以上の耕地を保有するものが2戸，  

1町～1町5反の耕地を保有するものが4戸，5  

反前後が5戸，2反以下が1戸であり，保有する  

耕地面積に相当の差異がみられる。また，約2町  

3反の耕地を保有するものは丹後という名前であ  

り，菊池丹後守という武士が上棟林柑の草分けで  

あるという伝承‖りと関係があると思われる。  

1762年の戸数は17戸であり，各戸の保有面積は1  

町前後に集中しており，保有面積は1679年に比べ  

て著しく平準化している。この保有面積の平準化  

は，1871年には一層顕著になっており，各戸は1  

町前後の耕地をほぼ平等に保有するようになって  

いる。1872年（明治5）の戸綿によると，1戸あた  

りの，平均家族数は5・6人である。先に検討し  

た上械林村の低い土地生産力からみて，1町前後  

の保有耕地では，土地を基盤とした農業生産のみ  

で生計が成り立ったとは考えがたく，江戸時代に  

おいても山稼ぎなどの余業が広範に行なわれてい  

たことが想定される。実際，1873年（明治6）の「年  

貢皆済日録」11）には，小物成として，Lu税が永  

3貰452文1分，水車逆上が永250文計上されてい  

る。   

1  2㈹’）0  1  2（町）  

代の中ごろに耕地面積が増大しているのは，当時，  

横林村に宿継ぎ問屋があった会津中街道の利用が  

盛んであり，上棟林柑の経済活動がピークに達し  

ていたことを反映している射。耕地の土地生産力  

の推移を耕地の等級の推移からみると，1679年に  

おいては，大部分の耕地は下畑か下々畑であった  

のに対して1871年には上畑の面積が増加し，下畑  

や下々畑の面積はその分減少している。等級の推  

移からみるふぎり，江戸時代を通じて土地生産力  

の上昇は確実にみられたといえる。しかし畑のそ  

れぞれの石盛は，上畑で8斗，中畑で6斗，下畑  

で4斗，下々畑で2斗と非常に低く，またこの低  

い石盛は江戸時代を通じて変化はみられず，等級  

の上昇がみられたとはいえ，明治初期においても  

その土地生産力は全体としては低位なものであっ  

た。石盛に変化はみられないため，石高の推移は  

耕地面積と耕地の等級の推移に対応しており，  

1679年には約55石であったが1762年には約93石と  

増加し，1871年には約63石へと減少している。   

次に，同じく検地帳をもとに，各戸別の保有耕  

地面積をそれぞれの年次において示したのが第2  

図である。1679年の上棟林村の戸数は12戸であり，  

O  1  2  3（町）0  
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第2図 上横林村の戸別の耕地保有面積の推移  

（資料は第1表と同じ）  

注）各戸の番号は各年次ごとに保有耕地の多い順につけた。  

1762年の18，19，20番はそれぞれ観音免，湯泉免，愛宕免。  
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水の御用水としての役目が終了し，用水を農業用  

水として利用することが可能となったためであ  

る。しかし，暮沼用水の水量は少なく，開田でき  

たのはほんのわずかな面積であった。水田の増加  

は1895年（明治28）の水利組合の結成とその彼の用  

水掘の拡張工事を待たねばならなかった。  

1888年の土地台帳と地籍図16）を用いて，当時  

の耕地区画と土地の地目による土地利用を復元し  

たのが第3囲である。図に示されるように，上横  

林村の地籍の大部分は山林である。耕地や宅地は  

村内を南北に通る道路や暮沼用水沿いに集中して  

いる。とくに宅地は暮沼用水に沿って分布してい  

る傾向が顕著である。これは，用水の支線を屋敷  

内にひきいれ飲料水などの生活用水として暮沼用  

水を利用するためである。上棟林柑では，地下水  

面が深く（約100メートル），井戸によって生活用  

水を得ることができなかった。そのため，屋敷地  

の立地は暮沼用水によって制約されていたといえ  

る。耕地は大部分が畑であるが，水田は集落の北  

部，暮沼用水の上流部付近にわずかだけまとまっ  

て存在している。当時の暮沼用水の水量は乏し  

かったため，比較的水蚤の多い用水上流部付近に  

おいてのみ開田が可能であったと考えられる。   

次に同じく土地台帳をもとに，各戸別の耕地な  

らびに山林の所有面積を示したのが第4図であ  

る。各戸の所有耕地面積は江戸時代と同様に平準  

化しており，ほぼ平均して1町5反程度の耕地を  

所有している。1871年には，ほぼ平均して1町程  

度の耕地を保有していたことからすると，各戸平  

均して5反程度の耕地を増加させたといえる。ま  

た，水田を所有しているのは2戸のみである。そ  

して，全体としては各戸平均して緋地を所有して  

いるといえるが，全く耕地を所有しない者が1戸，  

耕地を2反5畝程しか所有しない者が1戸みら  

れ，ほんのわずかながらも土地所有のうえで階層  

分化がみられ始めている。山林は，20町以上所有  

している家が2戸，16町程度を所有している家が  

1戸みられるほかは，ほぼ平均的に10町程度の山  

林を所有している。これらのことから，当時の上  

棟林村の農家の平均的な土地所有規模は，耕地（ほ  

一般的には，江戸時代後期には農村部において  

余剰労働生産物の蓄積がみられ，その結果；土地  

保有の面からみた農民層の階層分化が顕著になる  

傾向があるといわれている。しかし，既述のよう  

に上棟林村の場合，土地保有の階層分化がみられ  

ないだけではなく，むしろその道に土地保有の平  

準化がみられる。このことは，上棟林村では江戸  

時代を通じて余剰労働生産物の蓄積があまりみら  

れず，土地集積を行なうだけの資本をもった農家  

が現われなかったことを意味していると考えられ  

る。   

江戸時代の農業生産について，その様子を示す  

資料は乏しいが，1733年（享保18）の「年貢割付  

状」12）によると，年貢は金10両3分，銭227文の  

ほか，大豆3石9斗5升5合2勺，荏袖1石3斗  

3升3合2勺で納めるようにしめされている。ま  

た1873年の「年貢皆済日録」においても，上横林  

村の本途物成は永12貰182文1分と荏2石4斗6  

升7合4勺で示されている。（ただし，荏で示さ  

れた本途物成は現物で納められることなく代永納  

されている。）荏は，この地方ではジュウネともよ  

ばれ，菜種油のなかった時代には灯油として盛ん  

に用いられ，桐油紙，雨傘などの防水用具の製造  

に用いられた商品作物であった13㌔江戸時代の  

上棟林村では，村民の現金収入源として，荏が重  

要な役割を果たしていたと考えられる。  

3）明治前期の耕地と土地所有   

明治前期の耕地と土地所有の状況を，1888（明  

治21）年の「上横林村土地台帳」14）をもとにみる  

と，上棟林村の地籍内の民有地の総面積は253町  

8反7畝14歩であり，その内耕地は21町8反24歩  

（水田は5反5畝19歩），山林原野は228町5畝3  

歩（共有地は45町6反6畝8分）である15）。前節  

でみたように，「検地名寄帳」による1871年の耕  

地はすべて畑であり，その面積は12町5反5畝21  

歩であったことからすると，明治前期の17年間の  

間に耕地面積は約9町ほど増加し，わずかながら  

も水田が造成されたことがわかる。水田が造成さ  

れるようになったのは，明治時代になって暮沼用  
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第3図 上横林柑の土地区画と土地利用（1988年）  

（「地籍図」と「土地台帳」により作成）  
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物としての葉煙草である。食用農産物の生産量と  

しては，稗の生産量が最も多く，当時の上棟林村  

の住民の主食は稗であったことがわかる。また土  

地生産性を麦類でみると，反当たり大麦で約0．8  

石，小麦で約0．4石であり，極めて低位であった。  

商品作物としてのは葉煙草は，生産額から見ると  

約300円であり，農産物のなかでは，際立って生  

産額が多い。同資料によると，農産物のなかで大  

字外へ移出されている農産物は葉煙草のみであ  

り，葉煙草は当時の村民にとって最も重要な現金  

収入源であった。江戸時代に重要な農産物であっ  

た荏は，明治期にはその栽培は全く衰退してし  

まったようで，1888年の作付け反別，生産巌は，  

ほんのわずかである。また，養蚕の状況を示す繭  

の生産量も4斗5升と少なく，養蚕もまだ本格的  

には行なわれるようにはなっていないことを示し  

ている。   

次に，「営業雑種両税人名簿」19）をもとに1879  

年（明治12）の農閑余業の状況を示したのが第3表  

である。穀類や醤油・酒類販売などの一般的な余  

業のほか炭焼，木挽，柚などの山林資源を利用し  

た余業を営むものが多く，山林資源が当時の収入  

源として大きな役割をもっていたことがわかる。  

また，小規模のものであったと思われるが，課税  

対象となる水草を持っていたものが5人おり，水  

車を用いた製粉・製板などが行なわれていたこと  

を示している。  

5）明治初期の人口構造と家族構成   

a．人口構造と家族構成   

ここでは，1872年（明治5）の「宇都宮県管轄第  

五大区拾壱小区戸籍」20）（以下「壬申戸籍」と略  

称する）をもとに当時の人口構造と家族構成を検  

討してみたい。同資料によると当時の上横林村の  

総戸数は13戸である。総人口数は73人で，その内  

男は28人，女は45人であり，男は全体の38．4‰  

女は61．6％と著しく女が多い。男女の年齢別人口  

構成を示したのが第6図であるが，全体的に各年  

齢層を通じて女が多い傾向にあるが，特に10才未  

満と40才以上50才未満の年齢層において女が多い  

10  20    30（町）   O  l  

第4図 上横林村の戸別の土地所有面積（1889年）  

（「土地台帳」により作成）  

注）各戸の番号は所有株地の多い順につけた。  

耕地の各戸の番号と山林の各戸の番号と  

は対応する。   

とんどが畑）1町5反に，山林10町であったとい  

える。この山林10町は，自家消費用の薪や落葉や  

下草を採集するには十分な面積であり17），さら  

に共有地も約46町存在することから，販売用の薪  

などの採集が盛んに行なわれていたことがうかが  

える。   

以上のような所有耕地・山林の分布状況を，3  

戸の農家を事例として示したのが第5図である。  

図にみるように，各戸の所有耕地・山林は，屋敷  

地の周辺部にほぼまとまって分布している。すな  

わち，集落の北部（中部・南部）に屋敷地をもつも  

のは，集落の北部（中部・南部）にまとまって耕地  

や山林を所有している状況にあることが，はっき  

りと示されている。  

4）明治前期の生業形態   

まず，1888年（明治21）の「農事調査下調書」柑）  

をもとに農業生産の状況について検討してみた  

い。同資料によると，当時の耕地面積は，21町8  

反1畝25歩（その内水田は，5反5畝19歩）であり，  

稔作付け面積は36町1反1畝15歩である。総戸数  

は13戸，総人口は98人（男42人，女56人）である。   

次に，1888年の上様林村の農産物を示したのが  

第2表である。表に示されるように，当時の上棟  

林村の主要農産物は自給的食用農産物としての  

稗・大麦・小麦・莱・大豆・青草（里芋）と商品作  

柵 6 －   



したのが第6図である。横接地区全体では，戸数  

は39戸，人口は213人，その内，男は96八女は117  

人である。男女の比率は，男が全体の45．1％，女  

が54．9％であり，女がやはり多いものの上横林柑  

Ⅳ山村での場合に比べるとその叢はわずかである。  

このことは，横林柑・頗骨木村の域斜二は男女の  

比率は均衡がとれていることを示しており，著し  

く女が多い傾向は，上棟林村…村の特果な現象で  

あるといえる。年齢別の人口構成においては．20  

才以上の年齢層では男女の比率は均衡がとれてい  

るのに対して，20才末捕の年齢層では女のほうが  

多い傾向がみられる。人口ピラミッドの形態とし  

ては，つりがね型をしており，人口は停滞傾ー如こ  

あることがホされている。   

－一仙やあたりのサ均家族徽は，上植林柑で5．6人，  

横撞地区で5．5人であり，却時の【、ド均的な家族数  

は5～6人であったl－．家族形態は，夫婦家族が2  

戸あるが，他のIl戸はすべてめ：系家放であっ  

た211。，また1観の夫如の子供数は2～3人が一一  

般的であった。  

b．相続制鹿   

北関東や刺ヒ地方を中心とす争娘落に，明治前  

期まで根強く残っていた相続形態に姉家督があ  

る。姉家督とは，初生予が女子である場合，沸す  

なわち長男がいても，長男を婿にだし，初生子で  

ある姉が家督を相続する形態をいう。ただし，実  

際にほ姉自身が家督相続人となるのではなく，姉  

の夫である婿養子が戸主となる22）。また，姉家  

督と長子相続との中間的な相続形態とLて中継相  

続がある。中継相続は，姉と弟の年齢差が大きい  

場合，姉は婿をとり，一時的に家督を相続し，弟  

が成長すると家督を弟に譲って分家する相続形腰  

である23） 
。   

「壬申戸籍」によると，上棟林柑では，婚姻に  

際して婿をとっている事例が8件あった。しかし，  

婿をとった者の家族構成が判らなければ，それが  

姉家督や中継相続によるものか，あるいは子供が  

女のみであったためなのかは判断できない。先に  

検討したように，上棟林村の場合女が男よりも不  

第5国 事例農家の土地所有形態（1888年）  

（「地籍図」と「土地台帳」により作成）  

傾向が著しい。40才以上50才未満の年齢層におい  

て著しく女が多いのは，その夫の年齢が同じでは  

なく，年上である場合がほとんどであるためで，  

逆に50才以上60才未満の年齢層においては男が女  

よりも多い。10才未満の年齢層において女が著し  

く多いのは，出生数が多いためと思われるが，な  

ぜ女の出生数が多いのかは不明である。   

「壬申戸籍」には，上棟林柑の他に横林村・接  

骨木村の戸籍も含まれている。そこで，両村を含  

めた横接地区全体での男女の年齢別人口構成を示  

－ 7 －   



第2東 上横林村における農産物の作付反別・生産量・生産額（1889年）  

作 付 反 別   生 産 量   生 産 額  
作  物  

（町，反，畝，歩）   （石，斗，升，合）   （円，銭）   

米   5，5，19   

粟   1t 6，9，10  13，5．2，8  33，82   

大  麦   6．6，3，0   53，0，4，0   106，8   

小  麦   7，6．7，0   30，6，8，0   110，44   

稗   7，5，4，0   124，4，0．0   149，28   

玉萄黍   3，9，0   2，9，2．5   11，70   

蕎  麦   5，2，0   1，9，5，0   7，80   

大  豆   1，4，5，0   10，8，7，5   54，37   

小  豆   3、6，4   1．8，0，0   10，80   

大  根   5，2，し）   2329（賞）   23．20   

午  房   6，5   45（貰）   2，70   

人  参   1，9   26（貫）   l，30   

青  草   2，3，4，n   5616（ぞい   112，32   

南  瓜   1．5   45（貫）   2，25   

胡  瓜   5，0   65（許）   2、60   

茄  子   l，3．0   65（貰）   3，25   

雑  業   1，8   39（賞）   0．78   

葱   8，5   53（賞）   5，83   

荏胡朝   1，1，5   3，9，0   2，0   

煙  草   5，9，5，0   1190（賞）   297，50   

（「農事調査下調番」により作成）  

は資料に記載がない。  

以上の農産物のほかに次のような生産物もあった。   

柿 213貫（3円19銭）．繭・4斗5升（11円25践）   

馬 26頚．家鶏 39羽．卵 520僻（3円12践）  

第3表   

上横林村の農薬外就業従事者  

（1879年）  

職  名  兼業職名  人数   

仲買 商   

石油商   

穀類商  醤油商  ロ   

滑類講売  2   

屋根板茸  2   

柵  

木  挽  3   

煙草刻  4   

炭  焼  3   

水車営業  5   

2 4  6 8 1012 14（％）   

12 10 8  6  4  2  0  2  4  6  8 10 12 14（％J  

第6図 上横林村と横接地区の人口の性別・年齢別構  

成（1872年）  

（「宇都宮県管轄第五大区拾壱小区戸籍」によ  

り作成）  

（「官業雑種両税人名簿」により作  

成）  
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上棟林村において，聞き取りからも他に3件の事  

例を確認することができた。   

姉家督も中継相続もその存在理由は，婿をもら  

うことによって早期に労働力を確保することにあ  

るといわれている。実際，古老からの聞き取りに  

よると，中継相続は早期に労働力を得るためで  

あったという。上記の姉家督と中継相続の事例に  

おいても，姉と弟の年齢差は大きく，婿をもらう  

ことは早期の労働力確保に大きな役割を果たした  

ものと考えられる。また聞き取りによると，中継  

相続は大正期頃には消滅したという。中継相続の  

場合，弟が家督をついだ後には，姉夫婦を分家に  

ださなければならないが，大正期頃には耕地の制  

約から分家をだすのが困難になったためであると  

いっロ  

Ⅱ 明治後期～第二次世界大戦期の生活様式  

1）暮沼用水の拡張   

明治期になると，菱沼用水の大田原城下の御城  

水としての役目は終わり，農業用水としての利用  

が可能となり，開田化が進み始めた。しかし，農  

業用水としては暮沼用水の水巌は少なかったた  

b．1920年（大正9）  

自然に多かったのである。しかし戸籍からは，上  

棟林村で1件の姉家督が確認できた（第7図）。W  

家の長女（図申a，妻）は，婿（図中a，戸主）をと  

り，その婿が家督をついだ。13才年下の弟（回申a，  

弟）は，翌年ににK家に養子に出ている。この事  

例では，姉と弟の年齢差が大きいため，すなわち  

男子が後に生まれるかどうか判らなかったため，  

姉が婿をとって家督をついだものとも考えられる  

が，結果的には姉家督の形態をとっていたことに  

なる。また姉家督については，上横林において，  

W家の他に1件の事例を確認することができた。   

中継相続については，上棟林柑について，「壬  

申戸籍」と1920年（大正9）の「戸籍樽」を比較す  

ることによって1件見いだすことができた（第7  

図）。それは，姉家督がみられたと同じW家にお  

いてみられた。「壬申戸籍」では，長女（図中a，  

長女）が1875年（明治8）に婿をとって家督を相続  

しているが，1920年の「戸籍簿」では，長女の弟  

（国中a，長男）が戸主（国中b，戸主）となってい  

る事例である。姉（長女）夫婦は1920年の「戸籍挿」  

には登録されていない。おそらくは，村外へ分家  

したものと思われる。この事例では，姉と弟の年  

齢差は11才であった。また中継相続については，  

；l．1872年（明治5）  

○
祖
母
憫
 
 

許
 
 

＊は同一人物  

（1） t－6j （10）（16）  

第7図 姉家督と中継相続がみられるW家の家族構成  

（「宇都宮県管轄第五大区拾壱小区戸籍」と「戸籍挿」により作成）  

柱）（）は年齢  
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め，用水の増水が必要となり，1895年（明治28），  

用水の沿線住民は水利組合を結成し，用水堀の拡  

張工事を県に申請した24）。聞き取りによると，  

当時の暮沼用水の拡張工事費は，「見立て」25）に  

よって，資産の多寡に応じて組合側が各家に工事  

負担金を割り当てた。そして，その負担金に応じ  

た引水権を各戸に分配した。工事負担金は，耕地  

1反歩相当の用水の引水権を5円とし，合計163  

町歩分，8，150円が集められた。しかし，それだ  

けでは資金が不足し，遅野沢地区への分水を認め，  

遅野沢地区からも負担金を収集することによっ  

て26），ようやく資金繰りがつき工事が行なわれ  

始めた。工事は3年間かかって，1897年（明治30）  

に完成したが，当初はしばしば水が不足し，水争  

いがおこることもあった27）。引水権は水株と呼  

ばれ，1反あたり1株で合計1630株存在した。し  

かし，用水量は不足しがちであったため，水株相  

当分の用水が完全に給水されることは少なかっ  

た。1630株分の給水が完全に行なわれるようにな  

るのは，1960年（昭和35）以降のことである。  

2）大正期の耕地と土地所有   

ここでは，1922年（大正11）の「戸数割所得金額  

納表」28）をもとに，当時の耕地と土地所有につい  

て検討してみたい。同資料によると，1922年にお  

ける上棟林地区住民の所有する水田面積は6町6  

反3畝11歩，畑地面積は22町3反1畝，山林は  

142町6反9畝である。前車で検討したように，  

1888年においては水田は5反5畝19歩，畑は21町  

2反5畝5歩であったことからすると，畑の面積  

には大きな琴化はみられないが水田は大幅に増加  

していることが判る。これは暮沼用水が拡張され，  

用水量が増加し開田が進んだ結果である。このこ  

ろと類似した水田と畑の分布を示すと思われる昭  

和初期の集落周辺部の土地利用を示したのが第8  
図である29） 

。1，888年には暮沼用水の上流部わず  

かしかみられなかった水田が，用水沿いに下流部  

にまで広がっている状況が示されている。   

同資料によると，当時の上棟林地区の稔戸数は  

20戸である。その内耕地を持つものは13戸であり，  

第8図 上横林地区の土地区画と土地利用（昭和初期）  

（「地籍図」により作成）  
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小作は2戸，製材業や荷馬車業，水車莱などを専  

業的に行なっているものが5戸であった。田畑を  

所有する13戸について，田畑と山林の所有面積を  

示したのが第9図である。戸別の耕地所有規模は  

少ないもので約1町であー），多いものでは約3町  

である。平均すると2町程度であるが，1888年に  

おいては平均して1町5反程度であったことから  

すると，1戸あたり5反程度の所有耕地の増加が  

あったことがわかる。各戸の所有耕地はおおよそ  

2町前後に集中する傾向にあるが，全く耕地を所  

有しないものもおり，1888年の状況と比べると，  

所有規模の階層分化が多少みられるようになって  

いる。この傾向は山林の所有についてもみられ，  

1888年においては，各戸とも平均して少なくとも  

10町程度の耕地を所有していたが，1912年には2  

～3町程度の山林しか所有しないものが3戸みら  

れるようになっている。  

3）大正期の生業形態   

大正期になると水田は増加Iしたとほいえその土  

地生産性は反あたり4俵程度と低く，蓮華生産は，  

依然として畑作が中心であった。しかし，当時の  

畑作の状況を示す資料は乏しく，作物の栽培状況  

や1888年以降の変遷についてはっきりとしたこと  

はわからない。ただ，1910年（明治43）には横接地  

区で棟接妾蚕組合が結成されており師，その頃  

から養蚕が盛んになり始めたことがうかがえる。  

しかし，蚕は葉煙草の花粉により体内を侵され，   

0  1  2  3 岬j‘J  り  10  

黄色い水を吐き出し収縮してしまうことから，葉  

煙草作りと両立させることができず1924年（大正  

13）頃を境に衰退してしまった。大正期において  

も畑の主要な商品作物は，葉煙草であったと考え  
られる31） 

。  

1922年の「戸数割所持金額納表」をもとに，当  

時の農業外の仕事と農閑余業を示したのが第4表  

である。農閑余業としては経木販売を行なうもの  

が駿も多く，10戸みられる。これを戸別にみると  

LU林を所有する農家のうち，10町以上の山林を所  

有する農家はすべて雑木販売を行なっており，平  

均的な農家においては雑木販売が必須の農業外収  

入となっていた。その外の農閑余業として注目す  

べきものは，荷．特車菜である。各農家の山林で採  

集された経木・薪・炭は，西那須野町や大田原町  

へ迎ばれたが，荷馬車で運ばれたのである。その  

駄賃稼ぎも農家にとって藍要な現金収入であっ  

た。荷馬車葦はそれを専業にするものも1軒みら  

れる。また，製材職を専業にするものも2軒みら  

れ，木材加工も行なわれていたことがうかがえる。  

また水車稼業を行なうものが2軒あり，そのうち  

1軒は水車稼業専業である。聞き取りによると，  

大正期頃には，黎沼用水沿いに鱒2種類の水車が  

あった。1つは営業用の水車であり，他方は自家  

用の直径2メれトル程の小規模のものである。営  

業用の水車は，製粉や精米，製板などに用いられ  

た。余業として水車稼ぎを行なっているものは経  

木販売や木材卸しも行なっており，水車で製板し  

201町）  

第4東  

上横林地区の農業外就業従事者  

（1912年）  

l
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職  名  専業者（人）  余業者（人）   

経本販売   9   

荷馬車菜   2   

酒類販売   0   2   

養  蚕   0   2   

水車営業   

木材卸売   0   

薪炭生産   0   

製材業   2   0   

第9図 上横林地区の戸別の土地所用面積（1912年）  

（「大正拾青年度戸数割所得金額納表」により作成）  

注）第4図に同じ。  

－11－  
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た木材を販売するという形態をとっていたとも考  

えられる。自家用水車は，暮沼用水を屋敷地内に  

引水した廻し堀に設置され，主に自家発電に用い  

られた。上横林地区では第二次大戦後まで，電力  

は水車による自家発電に頼っていた。   

また余業としては，これらの他に馬の飼育があ  

る。馬は駄馬や農耕馬として飼育されていたほか，  

販売向けの小馬の育成も行なわれていた。大正・  

昭和初期まで馬産地横接の名は高く，馬市では上  

位で取引されたという32J。上棟林地区の馬の飼  

育頭数は，1872年（明治5）は17頭33），1901年（明  

治34）は40頭34），1918年（大正7）は27頚35）であっ  

た。時期によって差はあるが，1戸平均おおよそ  

1－2頭程度飼育されていたといえよう。  

4）大正期の人口構造と家族構成   

上横林地区には1920年（大正9）の「戸籍樺」36）  

が現存している。この資料は文字どうり戸籍であ  

り，当時の本籍人口がしるされている。そこでこ  

の資料をもとにして，1907年（明治40）生まれの古  

老に記憶をたどってもらうことにより，1920年頃  

の現住人口を復元した。  

1920年の上棟林地区の総戸数は19戸であり，総  

人口はユ40人である。人口の男女此率は，男が67  

人で総人口の約48％，女が73人で約52％である。  

1872年と比べると，戸数は6戸増えており，人口  

は73人から140人へとほぼ倍増し，平均家族規模  

も5．6人から7．4人に増えている。明治・大正期を  

通じて分家の創出による戸数の増加と，それを上  

回る急激な人口増加があったことが示されてい  

る。また全体としては男のほうが増加数が多く，  

男女比は1872年と比べると均衡がとれてきてい  

る。   

第10図は1920年頃の男女別年齢別の人口構成を  

示したものである。図に示されているように，人  

口ピラミッドは全くの富士山型を示しており，人  

口が急増過程にあることがはっきりと示されてい  

る。とくに，男女とも20才未満の年齢層の比率が  

著しく多く，過去20年前後の間に人口は急増しは  

じめたことが読み取れる。  

14 12 10 8  6  4  2 0  2  4  6  8 10 12 14 16 ほ 2【）（％J   

第10図 上横林地区の人口の性別・年齢別構成（1920  

年）  

（「戸籍簿」と聞き取り調査により作成）  

家族構成は，夫婦家族がユ1戸であり，直系家族  

が6戸，複合家族が2戸である。明治期は，夫婦  

家族が2戸であり，直系家族が11戸であったこと  

に比べると，直系家族がやや減少し，夫婦家族が  

大幅に増加している。これは分家の創出による結  

果であると考えられる。また，明治期には複合家  

族はみられなかったが，大正期には2戸みられる  

ようになっている。この複合家族の家族構成を第  

11図に示したが，事例Aでは，戸主の夫婦と長男  

夫婦，三男夫婦が同居している。次男もすでに結  

婚しているが，次男夫婦はすでに分家に出ている。  

三男夫婦は年齢が若く，結婚して数年かと思われ  

るが，財産分与の面などで分家に出る余裕がなく，  

長男夫婦と同居していたものとおもわれる。事例  

Bでは，戸主夫婦と，戸主の兄嫁とその息子が同  

居している。戸主の兄嫁と甥が同居しているため  

複合家族となっているが，これは戸主の兄が死亡  

したため，弟である戸主が兄嫁と坊を引き取った  

ものと考えられる。  

Ⅳ 第二次世界大戦期以降の生活様式  

1）暮沼用水の水利権の増加   

上棟林地区の水田は用水をすべて暮沼用水に依  

存しているが，この用水を利用するには，水利権  

である水株が必要である。水利組合の結成以来上  

横林地区には，35町歩分の水株があったが，用水  

量の不足から水株の約3分の1の用水が給水され  

るにとどまっていた。しかし，戦後用水量は増加  

し，1960年（昭和35）以降は水株分の用水が完全に  

給水されるようになった。そこで，開田が徐々に  
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節111蛍l上棟林地区の複合家族の家族構成（1皇）20年）  

（「戸終簿」と聞き取り調査により作成）  

往）（）は年齢  

すすめられたが，水株の不足につきあたり飛躍的  

には進展しなかった。ところが，那須野原…借で  

は，1955年刑用130）ごろから，t、離も摘水ポンプが  

普及しはじめ，蛇尾川の伏流水を農業用水として  

利用することが吋能となった。妹子召用水沿線にお  

いても地下水耐の比較的描い接骨木地区以南の集  

落においてはそれが普及しはじめた。例えば，接  

骨木地区では1967年欄聞42）までに，全農家が電  

気揚水ポンプの恩感を受けるにいたった371。こ  

のことにより，接骨木地区以南の集落においては，  

峯沼用水への依存度が低下し，上棟林地区などの  

上流部へ水株が譲渡されるようになった。上棟林  

地区では，地下水面が深く（約100メートル），ポ  

ンプによる揚水ほ国難で，農業用水は認沼用水に  

頼らざるをえなかった。   

第12図は上棟林地区における戦後の潅漑水利権  

保有面積（水株）の推移を示したものである。1952  

年（昭和27）以降，港漑水利権は徐々に増えるが，  

1964年（昭和39）から1965年（昭和40）の間に飛躍的  

に増加し，その後は現在まで約52～53町分の港漑  

水利権を保持している。上棟林地区と同様に，暮  

沼用水沿線の集落では1964年から1965年の間に水  

利権の大幅な譲渡がみられた。そこで，両年間に  

ける各集落の水利権の保有量の変化と1965年の保  

有量を示したのが第13図である。接骨木以南の集  

落から横林以北の集落への水利権の譲渡がはっき  

りと示されている。またその結果上棟林地区は，  

19491鮎21955196419651968197！）19紺  
隼 次  

第12図 上機林地区の藤沼用水の引水権利面魔の推移  

（1949年は謎沼堰普通水利組合の「水分台帳」．  

1952年以降ほ，払沼極上地改良区の「土地  

原簿」により作成）  

最大の峯沼用水の水利権の保有集落となった。メ水  

利権の移動は，売買にておこなわれたが，1950年  

代には1反あたり約2～3千円，1964年～1965年  

には1反あたり約2～3万円で売買された。   

水利権の増加によって，上様林地区の開田は大  

幅に進展することになった。なお，開田の進展の  

背景には，全国の一般的な傾向として，政府の政  

策による米価の安息 プルトーザーなどの大型機  

械の導入によって水田の造成が容易になったこ  

と，農業機械が導入され農作業の労働集約化が進  

んだことなどがあげられる。  

－13－   
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第14図 上横林地区の地目変換面積（1965～1978年）  

（「土地台帳」により作成）  

往）田から山林への変換面積は55m2。  

ある。そこで「土地台帳」から1965年～1978年の  

間に行なわれた地目の変換面積と地目の変換の種  

類を示したのが第14図である。「土地台帳」にお  

ける地目の変換は，土地利用の変化と同時に行な  

われるとは限らないので，必ずしも土地利用の変  

化をそのまま反映しているとはいえない。しかし，  

上棟林地区では，1973年（昭和48）～1974年（昭和  

49）に国土調査が行なわれているため，1974年ま  

での地目の変換は正確におさえられているといえ  

る。実際「土地台帳」における地目の変換．は1973  

年と1974年に集中している。   

地目の変換は，この時期における開田化の進展  

を反映して，ほとんどが水田への変換である。そ  

の中でも最も多いのが畑から水田への変換であ  

り，約20haの変換がみられる。それに次ぐのが  

山林から水田への変換であり，約12haの変換が  

みられる。このように，この時期の水田化は畑の  

地目の変換を中心に進展したことがわかる。畑へ  

の地目の変換は山林と原野からの変換がみられる  

が，その面積はわずかである。水田への変換の他  

に顕著な地目の変換は，畑から山林への変換であ  

る。約5ha程度の畑から山林への変換がみられ  

a）1965年の引水梅の保有量 b）1964～1965年の引水権  
の保有量の変化  

第13囲 碁沼用水沿線地区の引水権利面積とその変化  

（第12図と同じ資料により作成）  

注）菅地区の1964～1965年にかけての引水権  

の保有量の変化はなし。  

2）現在の耕地と土地所有   

現行の「土地台帳」38）（1988年1月現在）による  

と，上棟林地区の地籍内の水田面積は約55．1ha，  

畑は約10．8ha，山林は203．9haである。1922年  
においては，水田は約6．6町，畑は22．3町であっ  

たことからすると，水田は大幅に増加し畑は半減  

している。水田の増加は昭和20年代から徐々にみ  

られたと思われるが，大幅に増加するのは先にみ  

た水利権の大幅な増加がみられる1965年以降で  

w14 －   



なわれなくなり，山林の利用価値が減少し，土地  

開発業者などに売却されたこととによる。共有地  

の売却も進められ，1970年ごろには100haほど  

あったといわれる共有地も，現在ではわずか7．6  

haになっている。   

「土地台帳」によると，1970年ごろから山林・  

壕野の所有者が上横林地区の住民から，外部の居  

住者や不動産業者に書き替えられる事例が増え，  

その筆数も相当数にのほるようになる。これは，  

当時の土地開発ブームによって，那須野原は別荘  

地として注目され，上棟林地区もその1地域とし  

て目がつけられたためである。上棟林地区の住比  

の手を離れた山林・原野は，約1ユOhaであるが，  

はじめは叩一一括して不動産業者の所有となり，その  

後分譲別荘地として個人に売り渡された。現在で  

はその多くが側人の所有となっている。分譲別非  

地の所有者は，ほとんどが東京都，神奈川県，千  

葉県などの首都国展住着であり，その数は1345人  

にのぼり，その所有面相は約100haに及んでい  

る。また，一一戸当たりの分識面積は土地開発業者  

ごとに一定のバク…ンがみられ，例えばK商事は  

100…200n12，S開発株式会社は400～射Om2であ  

る。  

るが，これは水肘化の進厳によって各農家の水田  

所有t如桔，すなわち土地生産性の高い耕地の所有  

面積が増加した結果，耕作に不向きな土地生産性  

の低い畑が耕地としては放棄されていったことを  

示していると考えられる。   

次に，同じ「土地台帳」をもとにして，上碑林  

地区の住民の田畑川l林の所有状況を示したのが第  

15図である。各戸の所有耕地は大部分が水田であ  

るが，各農家の所有規模は平均すると約3ha程  

舷であり，1922年にはそれは約2町程度であった  

ことからすると，平均して約1ha程度所有耕地  

が増加したことになる。しかし，その所有規模は  

階層分化がはっきりとみられるようになってきて  

おり，その傾向は山林において一層著しい。比較  

的多くの山林を所有する農家は，約30ha所有す  

る農家が1戸みられるほかは約13h；1所有する良  
家が1戸 

，約9ha所有する農家がl戸みられる  

のみであり，1ha未満の山林しか所有しない農  

家がほとんどである。明治期から大正期において  

ある程度維持されていた各戸が10町程度の山林を  

所有するという原則は，まったく崩壊してしまっ  

ている。これは，山林が切り開かれて排他となっ  

たことと，現在においては，かってみられたよう  

な薪炭や落葉・下草の採集などの山林の利用が行  

（1  1  2  3  4  5  
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範15図 上横林地区の戸別の土地所有面積（1988年）  

r「土地台帳」によl）作成）  

注）第4同に同じ  
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ろま・なんど・かみぎしき・しもぎしきに，なか  

のま・なんどがつけ加わった形態をとっており，  

四間取の広間型が変形した六間取であるとみなす  

ことができる。また，かって馬の飼育が盛んに行  

なわれていたなごりとして，馬屋が2部屋設けら  

れている。壁はすべて板壁であり，柱は栗の木で  

できている。建築年代は不詳であるが，粟の木の  

大黒柱は，ちょうな削りであることから，改築さ  

れた可能性はあるが相当に古いものであると考え  

られる。   

第16図で山林の土地区画に注目すると，蛇尾川  

沿いの地域と集落の南部には非常に細かい土地区  

画が認められる。これらは，別荘地として分譲さ  

れた結果生じた土地区画である。蛇尾川沿いの地  

域はおもにN観光によって開発が行なわれた土地  

であり，集落の南西部は，S開発によって開発さ  

れた別荘地並びにその付属施設からなる，通称パ  

ルコの一部である。両地域とも当初は大規模な別  

荘地として開発されようとしたが失敗し，現在で  

はほんのわずかの別荘が建てられているにすぎ  

ず，他の土地は分譲されたものの大部分は山林と  

して放置されたままになっている。  

4）昭和30年代以降の生業形態  

1960年以降現在までの，上棟林地区の農業経営  

の推移をほぼ10年間隔で示したのが第5衷であ  

る。これらから，次のようなことが読み取れる。  

1960年においては，上横林地区では水田面積が畑  

よりもやや多いとはいえ，その割合はほぼ同じく  

らいであり，農業経営の基本的パターンは，水稲  

作と麦類などの自給的畑作物と工芸作物としての  

葉煙草を組合せたものであった。また，その頃に  

おいては農作業の機械化も進まず，農業外の雇用  

機会も乏しかったため，多くの農家は専業農家で  

あった。ところが1965年頃を境に水田化が急速に  

進み，1970年においては耕地の大部分が水田と  

なった。その結果，農業経営の基本的パターンは  

ほとんど水稲作のみとなり，その傾向は現在にお  

いても継続している。1986年（昭和61）の「農家台  

帳」39）をもとに上横林地区の戸別の農業経営の規  

3）現在の土地利用と景観   

地籍図と現地調査（1987年10月）をもとに現在の  

土地区画と土地利用を示したのが第16図と第17図  

である。土地利用としては圧倒的に水田が多い。  

畑は集落の南部に比較的まとまってみられるほか  

は，屋敷地の周辺部に自家菜園としてわずかに点  

在するのみである。南部にみられる畑の作物は飼  

料作物としてのデントコーンがほとんどであり，  

他に牧草が比較的多くみられる。これは現在上棟  

林地区で4戸ある酪農家が，集落の南部に集中し  

ているためである。また集落の北部には，まとまっ  

て荒地がかなり広い面積にわたってみられる。こ  

れは昭和40年代の高速道路建設の際に，砂利や石  

を採集するために山林を開墾した跡であり，現在  

でもそのまま放置されているものである。屋敷地  

は明治・大正期の状況と同じく暮沼用水に沿って  

立地している。各戸は，「廻し掘り」と呼ばれる  

暮沼用水の支線を屋敷地内にひきいれている場合  

が多く，それは現在でも生活用水として利用され  

ている場合もある。また集落の家屋は，多くカ滴  

束を向いているが，家屋の背後の北西方向には杉  

による防風林が築かれている。これは冬の北西の  

季節風を防ぐためのものであるが，大きいもので  

は，5列から6列の杉によって構成されている。  

上棟林地区の家屋景観の1例として，T家の屋敷  

取と間取を示したのが第18図である。T家の屋敷  

地の広さは，屋敷林も含めると約590坪であり，  

家屋は母屋，作業舎と3つの納屋，畜舎，石倉か  

ら構成されている。畜舎がみられるのはT家は現  

在和牛を4頭飼育しているためである。また作業  

舎では副業として簡単な金属の溶接作業が行なわ  

れている。母屋の裏側の屋敷林の中には廻し掘り  

が引かれ，洗い場が設けられており現在でも生活  

用水として利用されている。また，母屋の真北の  

道路沿いには柊の大樹が植えられているが，これ  

は鬼門除であり，柊の尖った葉が魔よけになると  

地元では信じられていた。母屋の建坪は56坪，部  

屋は6部屋あり，上棟林地区のなかでは最も大き  

な母屋である。ちなみに現在丁家の家族数は5人  

であるが，大正期には13人であった。間取は，ひ  

ー ユ6－   



第16図 上横林地区の土地区画と土地利用（1987年）  

（「地籍図」と「土地台帳」と現地調査により作成）  

注）荒地は現地調査による。その他の土地利用は「土地台帳」による。  
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た。第20図においては1950年（昭和25）に設立され  

た横接酪農共同組合の組合員数とその乳牛飼育頭  

数を示したが，飼育乳牛頭数は一貫して増加する  

傾向がみられるのに対して，組合員数は1971年以  

降激減しており，上棟林地区でみられた酪農経営  

の変化がはっきりと示されている。また上横林地  

区では，経営方法の変化とはかかわらず乳牛の飼  

育頭数の増加に伴って，飼料作物の作付け面積が  

増加し，1970年以降は作物のなかで水稲に次ぐ栽  

培面積を占めるようになっている。   

大正期において盛んに行なわれていた，経木販  

売や薪炭製造，水車稼業，製材業などの余業は現  

在の上棟林地区では全く行なわれていない。現在  

の主要な農家余業はゴルフ場（塩原カントリーク  

ラブ）での雇用労働である。このゴルフ場は，上  

棟林と網戸の共有地約40haを27年契約で借り受  

け，1966年に完成したものである。現在上棟林地  

区の住民101人のうち14人が同ゴルフ場において  

事務員やキャディーとして働いている。  

5）現在の人口構造と家族構成   

ここでは1986年の上棟林地区の「農家台帳」を  

もとに，1986年10月の現住者の人口構造と家族構  

成を検討する。   

同資料によると，総戸数は19戸であり，大正期  

とは戸数は同じである。しかし，大正期に存在し  

た家の中には現在ではみられなくなってい．る家も  

あり，また酪農を専業的に行なっているM家40）  

やⅠ家は戦後に移住してきた家であることを考え  

ると，構成農家の入れ替わりがみられたことがわ  

かる。総人口は101人であり，大正期の総人口140  

人と比べると大幅に減少している。戸数自体には  

変化がないことから判るように，人口の減少は家  

族規模の縮小によるものであり，家族規模は大正  

期の平均7．4人から5．3人へと2人程度減少してい  

る。そしてこの家族規模の縮小は，大正期には1  

戸平均の子供の数は約4．1人であったが，1986年  

には約1．6入へと減少したために生じた。第21図  

は1986年の人口ピラミッドを示したものである  

が，形態は全くのつぼ型を示しており，人口が停  

第17図 上横林地区の土地区画と土地利用（拡大図，  

1987年）  

（「地籍図」と現地調査により作成）  

注）第16図の太線の枠内を拡大した図。  

模を示したのが第19図である。1986年の各戸の経  

営耕地は，ほとんどが水田であり，畑は2戸の酪  

農家が1．5haから2．5ba程度を耕作しているほ  

かは，各戸ともほんのわずかの面積を自家菜園と  

して経営しているにすぎない。そして水稲作を中  

心とする農家の経営親痍はほぼ約3－4ha程度  

に一定しており，水田のみの農業経営としては比  

較的規模は大きいといえる。また，水E馴ヒの進展  

と同時に兼業化も進み1970年以降は，4戸の酪農  

家の外はすべて兼業農家となっている。   

横接地区においては，乳牛飼育は1947年（昭和  

22）以降始められた。上棟林地区においてもこの  

時期に乳牛飼育が始められたが1970年までは各戸  

が農業経営と組合せて数頭ずつ飼育を行い，この  

形態での乳牛飼育は1970年にピークに達した。そ  

の後，酪農経営は専門化し，少数（4戸）の専業的  

酪農家が大規模に乳牛を飼育する形態に変化し  
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il）屋敷ユⅨり  

● 
うまやp  

b）間取り   

第1別封 丁家の屋敷取りと間取り  

（現地調査により作成）  

比べると夫婦家族が大きく減少し，直系家族が大  

幅に増加している。これは平均寿命が長くなり，  

第21図の人口ピラミッドにみられるように，高齢  

者とくに50才以上割合が大幅に増加したため，結  

果として2～3代にわたって親子が同居する場合  

が増えたからである。複合家族は1戸みられるが，  

滞ないしは減少過程にあることがよく示されてい  

る。特に10才未満の人口数は著しく少なく，将来  

一層の人口減少が生じるであろうことが予想され  

る。   

家族構成は，夫婦家族が3戸，直系家族が14戸，  

複合家族が1戸，独身者が1戸である。大正期と  
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第5表 上棟林地区の農業経営の推移  

1970年  1980年  1985年   

（昭和45）  （昭和55）  （昭和60）   

総農家数（戸）  19  19  19  18   

専業農家数  13  4  4  3   

第1種兼業農家数  6  15  13  8   

第2種兼業農家数  0  0  2  7   

販売額第1位 稲作  16  14  14   

部門別農家数 酪農  3  4  3   

経営耕地  水 田  19．6  55．4  60．0  64．3   

面 積   畑   16．9  10．7  12．4  8．8   

（ha）  合 計  36．5  66．1  72．4  73．1   

作物別  稲   22．6  51．8  42．5  44．6   

収 穣  麦 類  14．3  0．2  1．3  0．1   

面 積  いも類  1．6  0．3  0．4  0．1   

（ha）  豆 類  1．4  0．3  0．4  0．1  

エ芸作物  6．3  0． 0．7  0．5  

野菜類  2．7  0．7  1．5  1．4  

飼料作物  0．6  11．2  21．1  22．2   

家畜飼育  乳牛（戸）  15  17  4  3   

農家数と   （頭）  （26）  （102）  （201）  （125）   

家畜数  肉牛（戸）   5  3  2  

（頭）  （5）  （柵）  （15）  （14）  

鶏（戸）  15  2  1  

（羽）  （100）  （叩）  （20）  （脚－）   

（「世界農林業センサス」により作成）  

注）～は資料に記載がない  
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 第19図 上横林地区の戸別の軽骨耕地面積（1986年）  

（「農家台帳」により作成）  

注）各戸の番号は経営耕地の多い順につけた。  

1，9，17，18番は酪農家。乳牛の飼育頭数はそれぞれ70，36，30，110頭。  
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まとめたのが第22図である。江戸時代においては，  

暮沼用水は農業用水としての利用は禁止されて  

いたため，耕地は畑のみであった。そして，1町  

前後の畑を各戸はおおよそ平等に保有・耕作  

し，雑穀・麦類などの自給的作物と商品作物とし  

てのえごまを生産し，生計を成り立たせていた。  

しかし，上畑の石盛が8斗であることに示される  

ように土地生産性は極めて低く，農業生産のみで  

生計を維持することは国難であった。そこで豊富  

に存在する山林資源を利用したLj」稼が盛んに行な  

われ，生計を補助していた。   

明治期になると，暮沼用水は農業用水として利  

用可能となり，1895年の水利組合の結成以後は，  

用水堀の拡般も行なわれ，開田は少しずつ進展し  

た。しかし，暮沼周水の水靂は限られており，第  

二次大戦後まで農業生産は畑作が中心であった。  

畑の面積も明治期以降少しずつ増加Lたが．畑作  

物は自給的作物の他に，臥闘乍物として葉煙草が  

導入され，荏に代わって栽培が盛んとなった。養  

蚕は明治後期から行なわれるようになったが，紫  

煙草とは両立せず，主たる生業とはならなかった。  

各戸は，明治前期には1町5反（ほとんどが畑），  

大正期には2町程度の耕地（約3／4が畑）をおお  

よそ平等に所有・耕作していたが，山林も10町襟  

度をほぼ平等に所有しており，111林栗源を利用し  

た雑木の採集や炭焼き，製材などの余業も盛んに  

行なわれていた。他の余業としては葵沼用水を利  

用した水車営業や，大正期には荷馬車業などが行  

なわれていた。   

戸数・人口は，明治初側には13戸で73人であっ  

たが，大正期には19戸，140人となり，明治・大  

正期を通じて戸数・人口ともに大幅に増加した。  

これは，出生率が大幅に増加し，その結果分家が  

増えたためである。明治期以降に徐々にみられる  

開田を含めた耕地の増加は，この増加した労働力  

を背景として行なわれた。明治初期には全体とし  

て労働力は不足する傾向にあり，労働力の早期確  

保のために姉家督や中継相続などの相続慣行が存  

在した。しかし，人口の増加により労働力は増加  

し，また財産分与の関係から分家の創出が困難に  
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節20図 横接地区の酪農の推移  

（「横櫻郷土史」により作成）  

往）1971年の乳牛頭数は資料に記載なし。  

4  6  8 10 12（％ラ  りん          2     4    点U    qU    （U    n′－  

第21図 上横林地区の人口の性別・年齢別構成（1986  

年）  

（「農家台帳」により作成）   

これは酪農を大規模に専業的に営むM家であり，  

姉夫婦と共同で酪農経常を行なうため，姉夫婦が  

同属して複合家族を形成している。  

Ⅴ むすび  

本報告では，上棟林地区の住民の生活様式の変  

遷を，江戸時代から現在までを大きく三つの時期  

に区分して検討してきた。前章までの検討結果を  
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準で生活が維持され，各構成員が平等に土地をJi  

拠，利用することによってのみ生計が維持可能で  

あったことを意味している。この均等的な社会構  

造こそ住民の生活を今日まで支えてきた巌も大き  

な要因であるとも解釈できよう。   

しかし，近年には土地所有の階層分化や共有地  

山林の売却が進み，人口も減少傾向にあり，均等  

的，かつ共同体的な社会構造は崩れつつある。昭  

和40年代における別荘地開発は失敗に帰したもの  

の，殴近新たに首都脚のレジャー基地として開発  

が進められようとする気運もあり，今後上横林地  

区の住民の生活がどのように変化するかは予断を  

許さない。   

なったことから，大正期にはこれらの相続慣行は  

消滅した。   

第二次大戦後には暮沼用水の水量は増加し，  

1960年には水利権約35町歩の水田に給水が可能と  

なり開田が進んだが，水利権の保有量によって水  

田化は制限されていた。しかし1965年には用水の  

下流部の集落から水利権を購入し，その後は排他  

の大部分（約8割）が水田となった。1960年頃まで  

は，農業経営は水稲作に自給的畑作物と楽焼草を  

組合せたものであったが，新たに酪農も取り入れ  

た農家が多かった。1960年以降は大部分の農家ほ  

水稲単作に近い農業経常を行ない，醗掛ま少数の  

専業化した酪農家によって大規模に行なわれるよ  

うになった。そして抑制こ兼業化が進み，現在で  

はゴルフ場に勤務するものが多いn また耕地所有  

の面では階層分化がはっきりとみられるようにな  

り，山林の所有においては所有規模の減少が著し  

い。これは山林の利用価怖が減少し，土地聞発業  

者に分譲別荘地として売却されたためである。ま  

た共有地も大部分は売却され，残るわずかな而積  

もゴルフ場に貸与されており，かってみられた薪  

炭や落葉・下草採集などの山林利用は現在では全  

くみられない。   

上棟林地区の住民は以上のようにして，江戸時  

代から現在まで土地を占拠し，その囁墟条件を利  

用し，生計を維持してきた。用水の乏しい扇東部  

に位置する上棟林地区の住民にとって，審沼用水  

はまさに生活の源であり，暮沼用水の存在とその  

利用が生存の基盤となっていた。そしてその基盤  

の上に，戦前においては，畑における商品作物  

（荏・葉煙草）の栽培と山稼ぎ（経木・薪炭採集）な  

どの副業を組合せ，また戦後においては酪農を導  

入することによって生計を維持してきた。また土  

地所有（山林を含む）の面では，戦前期までは村落  

の各構成員の所有規模は均一的であり，村落社会  

のなかには経済的な階層差はあまりみられなかっ  

た。特に，江戸時代を通じて所有規模の均一化傾  

向がみられ，明治期には所有規模の階層差はほと  

んどみられないことは注目すべき点である。これ  

は村落内での階層差が生じ得ないほどの低位の水  

付 記  

税地での賓杵収集や捌き耽り調附こ際しては，  

菊池亜美氏，伊藤義明氏，佐藤華氏をはじめ，上  

棟林地区ならびに械林地区の多くの一方々に，多大  

なる御協力を頂きました。，また塩原町役場税蘭  

課・農林課，ならびに宇都宮地力法務局塩原刷張  

所の方々には，所蔵資料の閲既に際して御世言封こ  

なりました。筑波大学八丈学期学件の清水芳江氏  

をほじめとして，同学蘭学生の松浦太郎，竹汀イ【；  

之，．て■潤チ瑞枝，比較文化学軌学生の中島正昆の祢  
氏には，岬撒162・63年比の歴史地理学壌偶におい  

て資料調査ヤ資料腰理を手伝って頂きました一．比  

上のカ々に探く感謝巾し上げます。なお，本稿作  

成にあたっては，文部省科学研究梨補助金（奨励  

研究A）「日本産栄華爺期における農家の生活水  

準の地域的研究」り℃表者中酉偉大郎，課題番号  

63790455）の一部を使用しました。 
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写哀1  

砂利採魔の跡地（1987年10月搬影）   

東北自動車道の建設に伴い，昭和舶咋  

代に上棟林地区の北部では，l＿lt林を切り  

開き砂利採東が行われた。その結集いく  

つかの場所では．地層が露糾しているが  

写真はその－・一・・・つ。写共にみるように，腐  

食士層は50cnl程度と薄く，その下樹は  

川原を思わせる玉石混じりの砂礫層であ  

る。  

集落の申を流れる悠沼川水  

（1987年10fj抱聾‡）   

一叫一一般的には宅地は道路に沿1て二立地す  

る場合が多いが，上横林地区の域合什地  

ほ審沼用水に沿って立地しているt－．これ  

は用水を宅地内に引き入れ（廻し瑚右．無  

暗用水として利用するためである£J写寅  

ほ集落の中央部から北Ⅳか如二向かって  

撮影したもの。  

写真3  

屋敷林（1987年10月撮雛）   

上棟林地区の家屋は，そのほとんどが  

南東方向に向かって建てられているが，  

家屋の背後の北西部には，冬期の強い北  

西の季節風を防ぐため，杉の屋敷林が発  

達している。屋敷林は大きいものでは，  

高さ約20叫 厚さ12－13mにまで及ぶ。   
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写真4  

廻し堀を利用した洗い場  

（1987年10月撮影）   

廻し堀によって屋敷地内に引き入れら  

れた暮沼用水は，水道が敷設される以前  

は飲用水としても用いられた。現在でも  

一部の農家では，食器洗いなどに用いら  

れている。写真は，本文中で取り上げた  

T家の，廻し堀を利用した洗い場の様子。  

写真5  

水車小屋（1987年10月撮影）   

暮沼用水を動力源とした水車は，かっ  

ては用水沿線にはいくつもみられた。し  

かし現在では全くみられない。写真は，  

横林地区に残る水車小屋を，用水の上流．  

から下流に向かってみたもの。現在，水  

車小屋の中に水車は残っていない。  

写真6  

炭焼き窯（1987年10月撮影）   

上棟林地区では昭和40年頃まで炭焼き  

が行なわれていたが，現在では全く行な  

われていない。写真は折戸地区に唯血残  

る炭焼き窯。材料の原木を窯に入れよう  

としているところ。   
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